
 

 

令和３年度 

大阪産業大学後援会 東海地区支部 

第３５回 オンライン総会 議案書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：令和３年７月１７日（土） 

13 時 00 分～14 時 00 分 

 

  



 

 

 

総 会 次 第 
 

1. 開会の辞 

2. 支部⾧挨拶 

3. 本日の協議事項 

議第１号 令和 2 年度東海支部事業報告及び会計報告について 

議第２号 令和 3 年度の東海支部役員人事について 

     東海支部役員の紹介（自己紹介） 

議第３号 令和 3 年度東海支部事業計画（案）及び予算(案)について 

 

4. 閉会の辞 

 

5. 東海支部の紹介 

  今回は、東海支部の学生が所属する「大産大アメリカンフットボール部」 

の紹介を行います。 

    

 

 

  



 

 

 

議第１号 令和 2 年度東海支部事業報告について 

（はじめに） 

 令和 2 年度は、私たちの経験のない新型コロナウィルスにより、活動をすべて見

直さなければならない状況となり、総会、新旧役員会、歓送迎会等、中止しまし

た。よって、次の活動を行いました。 

１） 役員グループラインの創設 ネット会議 （令和 3 年 4 月） 

２） 大学意見交換 コロナ対策について（令和 3 年５月～12 月） 

３） ネット会議の検討 （グループラインで意見交換） 

４） 行事中止に伴う活動費の支出について（次年度への対応方向） 

〇視察・要望活動に伴う大学等への訪問は、各自で行う。 

 この場合、旅費（公共機関利用の金額）相当分を支給する。 

〇大学祭、就職説明会、教育懇談会の参加旅費を支給する。 

  （東海地区での開催が中止されたため） 

〇２０２１は、オリンピック開催年であり、東海地区の支部学生が、 

全国大会レベル、プロジェクト教育の鳥人間コンテスト等の技術大会、 

また、海外研修・留学等を行う場合は、役員で協議を行い支援金を 

支給する。（予算の範囲が上限額） 

〇大学体育会、文化会等で、クラブ・サークル活動を行う場合の 

協賛金依頼について、その都度、協議を行い支給する。 



　　　収入の部　　　 ( 単位:円 )

科　目 予算額 決算額 摘　要

支部総会祝金 50,000 50,000 本部より

会議助成金 80,000 80,000 本部より

預金利息 1 2

小　計 130,001 130,002

前年度繰越金 346,407 346,407

合　計　　 476,408 476,409

　　　支出の部　　　

科　目 予算額 決算額 摘　要

　会議費 55,000 0 常任委員会

　交通費 60,000 13,360 活動旅費

　通信費 5,000 0 切手・はがき代他

　事務印刷費 5,000 0 コピー・封筒代

　予備費 5,001 0

　　　小計 130,001 13,360

　次年度繰越金 346,407 463,049

　　　合計　　 476,408 476,409

    収入合計 476,409 円

    支出合計 13,360 円

　　差額残高 463,049 円は次年度に繰り越します。

大阪産業大学後援会　　　東海地区支部　　

　　　　令和２年度会計監査報告書

大阪産業大学後援会　　東海地区支部　　

　　　　　　　　　支部長　北野　嘉樹　殿　

令和3年4月24日

会計監査　 長屋　美智子

令和２年度 大阪産業大学後援会東海支部　会計収支報告書

議第２号　東海支部会計決算報告

 大阪産業大学後援会東海地区支部の令和2年度会計書類について監査した結果、

その経理処理は適正かつ正確であり、従って当年度の決算報告書は、適正に表示

されているものと認めます。

　会計　　新家 晃

⾧
屋



（敬称略）

役職名 氏  名 学年 子の名前 学部 自宅

支部⾧ ⾧屋 美智子 ４回生 龍之介 スポーツ健康学部 岐阜市（岐阜）

副支部⾧ 新家（にいのみ）晃 ３回生 友樹 経営学部 西尾市（愛知）

会計監査

（本部委員）
北野 嘉樹 ４回生 嘉弘 経営学部 池田町（岐阜）

会 計 細川 麻里子 2回生 慧(けい) 工学部 大垣市（岐阜）

常任委員 山田 文代 2回生 凌也 経済学部 関市（岐阜）

常任委員 粟野 真里 2回生 航平 デザイン工学部 恵那市（岐阜）

常任委員 森田 公栄 2回生 雄飛 工学部 名古屋市（愛知）

常任委員 高相（たかそう）厚江 １回生 渉 工学部 豊橋市（愛知）

令和3年度大阪産業大学後援会 東海支部 役員名簿 （案）



年　　月

令和3年4月～5月

令和3年4月～5月

令和3年7月

令和3年7月～

令和3年秋頃

令和4年2月

　　　収入の部　　　 ( 単位:円 )

科　目 予算額 前年度 対比 摘　要

支部総会祝金 50,000 50,000 0 本部より

会議助成金 80,000 80,000 0 本部より

預金利息・雑収入 951 1 950

小　計 130,951 130,001 950

前年度繰越金 463,049 346,407 116,642

合　計　　 594,000 476,408 117,592

　　　支出の部　　　

科　目 予算額 前年度 対比 摘　要

　会議費 55,000 55,000 0 常任委員会開催経費

　交通費 200,000 60,000 140,000

　通信費 5,000 5,000 0 切手・はがき代他

　事務印刷費 5,000 5,000 0 コピー・封筒代

　学生支援費 200,000 0 200,000

　予備費 1,000 5,001 △ 4,001

　　　小計 466,000 130,001 335,999

次年度繰越金 128,000 346,407 △ 218,407

　　　合計　　 594,000 476,408 117,592

※大学施設見学は、コロナ感染拡大防止のため各自で行います。

活動旅費（大学視察等）

※予備費は、支部学生がオリンピック等全国レベルの大会参加やプロジェクト教育の

イベント（鳥人間コンテスト）等に参加する場合の支援金を検討します。

令和３年度 大阪産業大学後援会東海支部会計予算（案）

学生ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ等支援金

グループライン

グループライン

グループライン

支部から旅費支給

議第３号　東海支部予算（案）

新役員推薦ネット会議

議第３号　東海支部活動計画（案）

活動内容

新年度役員勧誘活動

東海支部総会

大学視察見学（各自）大学祭等参加

大学要望ヒアリング

東海支部役員意見交換

東海支部ネット会議

東海支部就活報告ライン会議

事業費支出

支部から旅費支給

グループライン

グループライン



大阪産業大学後援会東海地区支部会則 

 

制定  昭和 61 年 7 月 20 日 

最近改定 平成 12 年 7 月 8 日 

（名 称） 

第 1条  本会は大阪産業大学後援会東海支部と称する。 

（目 的） 

第２条  本会は会員相互の親睦を図り、大阪産業大学後援会の発展に寄与す

ることを目的とする。 

（会員の種類） 

第３条  本会の会員は次の通りとする。 

1、正会員  大阪産業大学、同短期大学部の在学生の父母(保証人を含む） 

2、賛助会員 本会の趣旨に賛同し、支部長の推薦を受け役員会で承認された者。 

ただし、役員となることはできない。 

（会 費） 

第４条  本会の会費は当分の間、本部助成金をもってこれに充てる。ただし、

活動状況をみて必要と認めた場合は検討をする。 

（役 員） 

第５条 本会は次の役員をおく。 

支部長、副支部長、会計、会計監査、常任委員、役員の総数は１０名以内とする。 

（事務所の所在地） 

第６条 本会の事務所は、支部長宅におく 

（顧問、相談役） 

第７条 本会に顧問及び相談役をおくことができる。 

1、顧問は支部長、副支部長経験者の中から支部長の推薦を受け、役員会の承認

を得て会長が委嘱するもの若干名。 

2、相談役は役員経験者の中から支部長の推薦を受け、役員会の承認を得て会長

が委嘱するもの若干名。 

3、顧問及び相談役の任期は１年とする。ただし、再任は妨げない。 

（役員の選任） 

第８条 役員の選任は次の方法による。 

1、支部長、副支部長、会計、会計監査は常任委員の中から互選する。 

2、常任委員は、総会において会員から選出する。 

（役員の任期） 

第９条 役員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。 



（総 会） 

第１０条  総会は支部長が毎年１回東海地区懇談会時に招集し、議長となる。 

1、支部長が必要と認めたとき、または常任委員の 3分の 2以上の請求があった

ときは支部長は臨時総会を開催しなければならない。 

2、総会は支部の運営等の事項を決定する。 

（会計年度） 

第１１条  本会の会計年度は４月１日に始まり翌年３月３１日に終わり、総

会時に報告する。 

付則 

1、この会則は、総会の決議により改正することができる。 

2、この会則は、平成９年７月６日から施行する。 


